
 

平成２２年度税制改正（地方税）要望事項 

（ 新 設 ・ 拡 充 ・ 延 長 ・ その他 ） 

No ２５ 府 省 庁 名 経済産業省              

対象税目 個人住民税  法人住民税  事業税  事業税（外形） 不動産取得税  固定資産税  事業所税  その他（         ） 

要望 

項目名 
中小企業者等の法人税率の特例 

 

要望内容 

（概要） 

 

・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

 個人事業主への課税とのバランスに留意しつつ、政府全体として代替財源が確保されることを前提に、中

小企業者等に係る法人税の軽減税率を早期に引き下げる。（当分の間） 

 

・特例措置の内容 

 中小企業者等に係る法人税の軽減税率の引き下げが認められた場合、法人住民税法人税割についても同様

の効果を適用する。（租税特別措置法第４２条の３の２、租税特別措置法施行令第２７条の３の２において措

置された場合、国税との自動連動を図る。） 

 

関係条文 

 

地方税法第２３条第１項第３号、同法第７２条の２３第１項、同法２９２条第１項第３号 

 

 

要望理由 

個人事業主への課税とのバランスに留意しつつ、政府全体として代替財源が確保されることを前提に、中

小企業者等に係る法人税の軽減税率を早期に引き下げる。 

減収 

見込額 
（初年度）３２，８７０    （平年度）３２，８７０            （単位：百万円） 
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・国税 

 

 

・融資、補助金その他 
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・融資、補助金その他 
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